
  

平成２７年第４回東海村議会定例会提出議案説明要旨 

 

  平成２７年１２月１日 

 

おはようございます。 

平成２７年第４回東海村議会定例会の開会に当たり，行政報告

を申し述べさせていただきます。 

 

初めに，「まち・ひと・しごと創生」の取組みでございますが，１０月

末に，「東海村人口ビジョン」及び「東海村まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し，公表したところでございます。 

「東海村人口ビジョン」におきましては，本村の人口の現状を分析

するとともに，２０４０年における総人口を約３万８千人と展望いたしま

した。この達成のためには，高い水準の合計特殊出生率と転入超過

の維持，及び若い世代の定住促進に取り組むことが必要になります。

このため，「東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略」において，３つの

基本目標として，「若い世代が安心して働くことができる東海村をつく

る」「若い世代が安心して子どもを産み育てることができる東海村を

つくる」「すべての世代が愛着と誇りをもって暮らすことができる東海

村をつくる」との基本目標を掲げたところでございます。 

これらの実現に向けまして，議会，住民の皆様はもとより，あらゆる

関係機関の皆様と手を携えながら，将来にわたり活力ある東海村づ

くりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 



  

次に，東海村農業振興計画の策定でございます。この度，今後１０

年を目標に，村の農業の将来像を描いた振興計画を初めて策定い

たしました。先ずは，計画の内容を生産者の方々に広く知っていた

だくために，集落座談会を開催し，この計画の周知を図っているとこ

ろでございます。 

今後は，平成 28 年度に向けて，新たな担い手の育成・確保を基

礎とした総合支援構想「とうかいニューファーマー育成総合支援プロ

ジェクト」の検討を進めてまいります。 

 

次に，新たな健康づくり事業として，１０月から「とうかいヘルスマイ

レージ事業」を開始いたしました。この事業は，村等が実施する特定

健診やがん検診，また健康教育や健康相談などの健康づくり事業に

マイレージポイントを付加し，事業参加により７ポイントを集めた２０歳

以上の住民に対し,健康づくり関連商品や健康体験ツアー参加等の

特典を差し上げるという内容でございます。これにより個人の健康づ

くり活動の継続を奨励するとともに，これまで健康づくり事業への参加

がなかった方に対する健康行動開始への動機付けを目的としており

ます。 

より多くの方に参加していただくことで，健康づくり行動が活性化，

習慣化し，最終的には健康寿命の延伸や医療費削減に繋げていけ

るものと考えております。 

 

 

 



  

最後に，10 月 29 日から 11 月 6 日までの 9 日間，国際親善姉妹

都市であるアイダホフォールズ市からレベッカ・キャスパー市長，リン

ダ・マイラム東海村国際親善名誉村民をはじめとする一般訪問団19

名が来村いたしました。滞在中は，文化祭の見学や東海中学校へ

の訪問など村民との交流が行われましたが，特に東海村発足 60 周

年記念企画公募事業として開催した「ＴＥＡ＆ＴＡＬＫ」では，来場

者が延べ 260 名を超えるなど，これまで以上に交流機会が増えたの

ではないかと感じたところでございます。 

また，現在，姉妹都市交流会館南側の西部公共用地に，新たな

姉妹都市交流のシンボルとして「友情の杜」の整備を進めており，訪

問団の来村時に合わせその一部をオープンさせました。このエリア

は，紅葉の隠れた名所としてタブロイド紙に掲載されましたことから，

今年は特に多くの訪問者があり，隣接する姉妹都市交流会館にもお

立ち寄りいただき，交流の様子をまとめたパネルや記念品の展示な

どもご覧いただいております。 

このように，本村の「姉妹都市交流」について，多くの村民が知り，

触れ合う機会を持つことができ，裾野の広がりを感じております。来

年は，姉妹都市盟約締結35周年を迎えますので，これまでの交流も

尊重しつつ，全村を挙げてアイダホフォールズ市との親睦を深めて

いきたいと考えております。 

 

 

 

 



  

それでは，行政報告の案件を申し上げます。 

 

報告第２０号 寄附の受入れにつきましては，ふるさとづくりに資す

るための寄付として，茨城青写真製本株式会社から２万円の寄附の

申出があり，これを受け入れましたので，議会に報告するものでござ

います。 

 

以上で行政報告といたします。 



  

 

平成２７年第４回東海村議会定例会提出議案説明要旨 
 

平成２７年１２月１日 

 

平成２７年第４回東海村議会定例会に提出いたしました議案の

概要について，ご説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は，条例の制定５件，条例の改正６

件，補正予算７件，財産取得の変更２件，指定管理者の指定１０

件，村道路線の認定１件の合計３１件でございます。 

 

議案第９０号 東海村農業委員会の委員及び農地利用最適化

推進委員の定数に関する条例につきましては，「農業協同組合法

等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い，農業委員会の委

員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるため，条例を制

定するものでございます。 
 

議案第９１号 東海村個人番号の利用に関する条例につきまし

ては，「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律」第９条第２項の規定により，個人番号の利用に

関し必要な事項を定めるため,条例を制定するものでございます。 

 

議案第９２号 地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議

決すべき事件を定める条例につきましては，定住自立圏形成協

定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告につ



  

いて，地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき

事件とするため，条例を制定するものでございます。 

 

議案第９３号 東海村職員の退職管理に関する条例につきまし

ては，「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正す

る法律」の施行に伴い，職員の退職管理に関し必要な事項を定

めるため，条例を制定するものでございます。 

 

議案第９４号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

きましては，「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を

改正する法律」の施行に伴い，所要の改正を行うため，関係条例

の一部を改正するものでございます。 

 

議案第９５号 東海村証人等の実費弁償に関する条例の一部

を改正する条例につきましては，「農業協同組合法等の一部を改

正する等の法律」の施行に伴い，所要の改正及び用語の整理を

行うため，条例の一部を改正するものででございます。 

 

議案第９６号 東海村税条例等の一部を改正する条例につきま

しては，「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴い，村

税の徴収猶予及び換価の猶予における担保の徴収基準等を定

め，並びに「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律」の施行に伴い，所要の改正を行うため，



  

条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第９７号 東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例につきましては，東海村学童クラブの利用

料金の徴収及び減免，その他所要の改正を行うため，条例の一

部を改正するものでございます。 

 

議案第９８号 東海村国民健康保険税条例の一部を改正する

条例につきましては，東海村国民健康保険事業の安定的な維持

運営を図るため，国民健康保険税の税額等を改定し，及び「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」の施行に伴い，所要の改正を行うため，条例の一部を改

正するものでございます。 

 

議案第９９号 東海村介護保険条例の一部を改正する条例に

つきましては，「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律」の施行に伴い，所要の改正を行うた

め，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第１００号 東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関

する条例につきましては，地方自治法第２４４条の２第１項の規定

により，東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関する事項を

定めるため，条例を制定するものでございます。 

 



  

議案第１０１号 平成２７年度東海村一般会計補正予算第４号

につきましては，予算総額から歳入歳出それぞれ 

１億３，９５１万９千円を減額し，予算総額を２００億５，５３５万６千円

とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，南台・緑ヶ丘災害復興対策

工事の執行額確定による減額，中丸小学校建設工事の進捗状

況による減額のほか，都市計画道路等の維持補修に要する経

費の増額等に伴い，予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０２号 平成２７年度東海村国民健康保険事業特別会

計補正予算第２号につきましては，予算総額に変更はなく，歳出

予算額内におきまして補正するものでございます。 

補正の主な内容につきましては，職員手当等の伸びを見込ん

だことに伴い，予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０３号 平成２７年度東海村後期高齢者医療特別会計

補正予算第２号につきましては，予算総額に歳入歳出それぞれ 

６４万３千円を追加し，予算総額を３億４，６０７万９千円とするもの

でございます。 

補正の内容につきましては，後期高齢者医療広域連合への納

付金額の確定に伴い，予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０４号 平成２７年度東海村介護保険事業特別会計補

正予算第２号につきましては，保険事業勘定の予算総額に歳入



  

歳出それぞれ９３万４千円を追加し，予算総額を２９億２，８２９万円

とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，職員手当等の不足に伴い，

予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０５号 平成２７年度水戸・勝田都市計画事業東海駅東

土地区画整理事業特別会計補正予算第２号につきましては，予

算総額から歳入歳出それぞれ２，８０３万３千円を減額し，予算総

額を９，６６９万３千円とするものでございます。  

補正の内容につきましては，物件移転補償費の減額に伴い，

予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０６号 平成２７年度水戸・勝田都市計画事業東海中央

土地区画整理事業特別会計補正予算第２号につきましては，予

算総額に変更はなく，歳出予算額内におきまして補正するもので

ございます。  

補正の主な内容につきましては，職員手当等の伸びを見込ん

だことに伴い，予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０７号 平成２７年度水戸・勝田都市計画事業東海村公

共下水道事業特別会計補正予算第２号につきましては，予算総

額から歳入歳出それぞれ３０万円を減額し，予算総額を 

１６億７，０５０万円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，所要額の調整に伴い，予算



  

措置を講じるものでございます。 

 

議案第１０８号 財産取得の変更につきましては，部原地区土地

利用推進事業用地の取得について，平成２５年第１回定例会以降，

５回の変更の議決をいただいたところですが，新たに緑地等とし

て用地取得が整いましたので，買収価格を 

１億４，０３４万８，２７２円に，買収総面積を６万１，３８５．１１平方メート

ルに変更するものでございます。 

 

議案第１０９号 財産取得の変更につきましては，前谷津公園用

地の取得について，平成２２年第３回定例会以降，１回の変更の議

決をいただいたところですが，新たに公園整備用地として用地取

得が整いましたので， 買収価格を５，０１９万９，２００円に，買収総

面積を２万９，１２３平方メートルに変更するものでございます。 

なお，平方メートル当たりの山林の単価に２，６６０円を追加した

ところでございます。 

 

議案第１１０号，議案第１１１号及び議案第１１２号 指定管理者の

指定につきましては，議案第１１０号は，東海文化センター，議案

第１１１号は，東海駅コミュニティ施設，議案第１１２号は，東海村ス

ポーツ施設の指定管理者として，いずれも公益財団法人東海村

文化・スポーツ振興財団を指定するため，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 



  

議案第１１３号から議案第１１８号 指定管理者の指定につきまし

ては，議案第１１３号は，石神学童クラブ，議案第１１４号は，舟石川

学童クラブ, 議案第１１６号は，中丸学童クラブ，議案第１１７号は，

白方学童クラブ，議案第１１８号は，照沼学童クラブの指定管理者

として，いずれもテルウェル東日本株式会社を指定するため， 

また，議案第１１５号は，村松学童クラブの指定管理者として，村松

学童クラブ保護者の会を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 

議案第１１９号 指定管理者の指定につきましては，村立東海病

院の指定管理者として，公益社団法人地域医療振興協会を指定

するため，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，議会の議

決を求めるものでございます。 

 

議案第１２０号 村道路線の認定につきましては，都市計画法第

２９条の規定による開発行為により移管を受けた道路１２路線を認

定するため，道路法第８条第２項の規定により，議会の議決を求

めるものであります。 
 

以上で提出いたしました議案について概要を申し上げました

が，詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議の上，

適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

なお，今会期中に，工事請負契約締結事項中の変更４件，人

事案件３件を追加提出いたしたく準備中でございます。 



  

後ほど提出いたしますのでよろしくお願いいたします。 

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

 


